
参考資料２ 

独立行政法人通則法（抄） 
（平成十一年七月十六日法律第百三号） 

   第一章 総則  

    第一節 通則  

（財産的基礎）  
第八条  独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的
基礎を有しなければならない。  
２  政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定
めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。  

   第三章 業務運営  

  

    第二節 中期目標等  

（中期目標）  
第二十九条  主務大臣は、三年以上五年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業
務運営に関する目標（以下「中期目標」という。）を定め、これを当該独立行政法人に指示

するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。  
２  中期目標においては、次に掲げる事項について定めるものとする。  
一  中期目標の期間（前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。）  
二  業務運営の効率化に関する事項  
三  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  
四  財務内容の改善に関する事項  
五  その他業務運営に関する重要事項  
３  主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評
価委員会の意見を聴かなければならない。  
（中期計画）  
第三十条  独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務
省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」とい

う。）を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。  
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２  中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一  業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置  
二  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた
めとるべき措置  
三  予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  
四  短期借入金の限度額  
五  重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画  
六  剰余金の使途  
七  その他主務省令で定める業務運営に関する事項  
３  主務大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を
聴かなければならない。  
４  主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から第五号までに掲げ
る事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべ

きことを命ずることができる。  
５  独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しな
ければならない。  
（年度計画）  
第三十一条   独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期
計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画 （次
項において「年度計画」という。）を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しな

ければならない。これを変更したときも、同様とする。  
２  独立行政法人の最初の事業年度の年度計画については、前項中「毎事業年度の開始前
に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「その成立後最初の中期計画について前条第

一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。  
（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）  
第三十二条  独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、各事業年度における業務
の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。  
２  前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、
並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体に

ついて総合的な評定をして、行わなければならない。  
３  評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法人及び政令
で定める審議会（以下「審議会」という。）に対して、その評価 の結果を通知しなければ
ならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該独立行政

法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をす ることができる。  
４  評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事
項（同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告
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の内容）を公表しなければならない。  
５  審議会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認める
ときは、当該評価委員会に対し、意見を述べることができる。  
（中期目標に係る事業報告書）  
第三十三条  独立行政法人は、中期目標の期間の終了後三月以内に、主務省令で定めると
ころにより、当該中期目標に係る事業報告書を主務大臣に提出するとともに、これを公表

しなければならない。  
（中期目標に係る業務の実績に関する評価）  
第三十四条  独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、中期目標の期間における
業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。  
２  前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査をし、及び分
析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目標の期間における業務

の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。  
３  第三十二条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用する。  
（中期目標の期間の終了時の検討）  
第三十五条  主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行
政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる

検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。  
２  主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かな
ければならない。  
３  審議会は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の主
要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することができる。  

   第四章 財務及び会計  

（事業年度）  
第三十六条  独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終
わる。  
２  独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、
翌年の三月三十一日（一月一日から三月三十一日までの間に成立した独立行政法人にあっ

ては、その年の三月三十一日）に終わるものとする。  
（企業会計原則）  
第三十七条  独立行政法人の会計は、主務省令で定めるところにより、原則として企業会
計原則によるものとする。  
（財務諸表等）  
第三十八条  独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損
失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務
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諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認

を受けなければならない。  
２  独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当
該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告 書を添え、並びに財務諸
表及び決算報告書に関する監事の意見（次条の規定により会計監査人の監査を受けなけれ

ばならない独立行政法人にあっては、監事及び 会計監査人の意見。以下同じ。）を付けな
ければならない。  
３  主務大臣は、第一項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、
評価委員会の意見を聴かなければならない。  
４  独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財
務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに第二項の事業報告 書、決算報告書及び監事
の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に

供しなければならない。  
（会計監査人の監査）  
第三十九条  独立行政法人（その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達し
ない独立行政法人を除く。）は、財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び

決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。  
（会計監査人の選任）  
第四十条  会計監査人は、主務大臣が選任する。  
（会計監査人の資格）  
第四十一条  株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律（昭和四十九年法律第二
十二号）第四条 （第二項第二号を除く。）の規定は、第三十九条の会計監査人について準

用する。この場合において、同法第四条第二項第一号 中「第二条 」とあるのは、「独立行

政法人通則法第三十九条」と読み替えるものとする。  
（会計監査人の任期）  
第四十二条  会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表
についての主務大臣の第三十八条第一項の承認の時までとする。  
（会計監査人の解任）  
第四十三条  主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人
を解任することができる。  
一  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。  
二  会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。  
三  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。  
（利益及び損失の処理）  
第四十四条  独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事
業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金とし
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て整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、こ

の限りでない。  
２  独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定に
よる積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として

整理しなければならない。  
３  独立行政法人は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、そ
の残余の額の全部又は一部を第三十条第一項の認可を受けた中期 計画（同項後段の規定に
よる変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下単に「中期計画」という。）の同

条第二項第六号の剰余金の使途に充てること ができる。  
４  主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会
の意見を聴かなければならない。  
５  第一項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。  
（借入金等）  
第四十五条  独立行政法人は、中期計画の第三十条第二項第四号の短期借入金の限度額の
範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして

主務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。  
２  前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、
資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限

り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。  
３  前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければなら
ない。  
４  主務大臣は、第一項ただし書又は第二項ただし書の規定による認可をしようとすると
きは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。  
５  独立行政法人は、個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金及び債券発
行をすることができない。  
（財源措置）  
第四十六条  政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充
てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。  
（余裕金の運用）  
第四十七条  独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用し
てはならない。  
一  国債、地方債、政府保証債（その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する
債券をいう。）その他主務大臣の指定する有価証券の取得  
二  銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金  
三  信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託  
（財産の処分等の制限）  
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第四十八条   独立行政法人は、主務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供し
ようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、中期計画におい て
第三十条第二項第五号の計画を定めた場合であって、その計画に従って当該重要な財産を

譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。  
２  主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会
の意見を聴かなければならない。  
（会計規程）  
第四十九条  独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、こ
れを主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。  
（主務省令への委任）  
第五十条  この法律及びこれに基づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及
び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。  
     

   第六章 雑則  

 
（財務大臣との協議）  
第六十七条  主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。  
一  第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。  
二  第三十条第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十八条
第一項の規定による認可をしようとするとき。  
三  第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。  
四  第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。  
  
 
   附 則  
（国の無利子貸付け等） 
第四条 国は、当分の間、独立行政法人に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社

の株式の売払収 入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年
法律第八十六号）第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部 又
は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合において、

第四十五条第五項の規定は、適用しない。  
２  前項の国の貸付金の償還期間は、五年（二年以内の据置期間を含む。）以内で政令で
定める期間とする。  
３  前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ
その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。  
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４ 国は、第一項の規定により独立行政法人に対し貸付けを行った場合には、当該貸付け

の対象である施 設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当
該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額 を
交付することにより行うものとする。  
５ 独立行政法人が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項

及び第三項の規 定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合（政令で定
める場合を除く。）における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限 の
到来時に行われたものとみなす。  
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